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上内膳の補修

保津川下りの周辺整備 

アユモドキ保全 
協議会との連携
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水辺環境の保全再生 自動車アクセス

自動車アクセス 

自動車アクセス

自動車アクセス

亀岡観光（トロッコ亀岡駅、山本浜、保津川下りなど）に

訪れる人々が、保津川の自然や歴史文化に出会い、ま
た人と人とが交流するふれあいの水辺空間を創出する。

ふれあいの水辺ゾーン 

水と緑の自然豊かな河川環境を活かした地域の様々な

交流や市民の身近な広場として、また新たな保津川のシ
ンボルとなる「保津川花回廊」のエントランスとして、憩い

の水辺空間を創出する。 

いこいの水辺ゾーン にぎわいの水辺ゾーン 

大堰川緑地東公園や、保津川に隣接して計画が進めら
れている保津町すいたん農園プランと連携し、農業公園

等との連続的な高水敷の利活用や運動公園など、にぎ

わいの水辺空間を創出する。 

請田神社 

水辺環境 
の保全再生
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目標１の具体的内容（案）
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保津川かわまちづくりの進め方（1）保津川かわまちづくりの進め方（1）

整備の基本的考え方

河川管理者の京都府とまちづくりの主体の亀岡市や地域、諸団体が相互に連携して、整備の内
容・手法、管理運営方法等の実現方策を検討し、それぞれの役割分担と協働のもとに推進する。

～基本的考え方～

か
わ
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

～かわづくり～

・治水、利水、河川環境の整備保全という目的
を達成するための「河川管理施設」の整備
・堤防、護岸、床止め、樋門 等々
【→河川敷地内】

・総合計画、都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ、景観保全
・市街地整備、区画整理、公園緑地整備
・地域でのまちづくり活動

【→河川敷地を使用する場合は許可】

◎役割分担
◎相互に連携

↓
推進のしくみ
づくりが必要

○河川管理者（府）が河川事業として整備

○市町村や地域等による様々な施策や事業、取り組み

～まちづくり～



保津川かわまちづくりの進め方（2）保津川かわまちづくりの進め方（2）

高水敷の利活用

かわまちづくり対象区域の中でも広大な面積を有する高水敷の利活用
○河川法及び許可基準に基づいて行う。
○包括占用制度を活用する。
○亀岡市が中心となって高水敷の特性を踏まえながら具体的な利活用を検討する。

○治水面での
支障の有無

○河川環境
への配慮

○市による利活用
○まちづくりとの整合性
○治水面での支障の有無
○周辺景観との調和
○様々な地域ニーズと必要性
○利用の安全面への配慮

包括占用
の申請・許可

募集
協議調整
使用契約

まちづくりの様々な団体
（地域、各種団体、NPO、事業者 等々）

河川整備
による支援

利活用区域
の決定

利活用計画
の策定

協議調整
使用報告
設置申請・許可

京都府（河川管理者）

整備
・

管理
・

運営

亀岡市（まちづくりの主体）

■高水敷利活用のフロー （包括占用制度の活用）

モデル地区
保津町すいたん農園プランに隣接する『にぎわいの水辺ゾーン』を、保津川かわまちづくり計

画の具体的な取り組みを検討するモデル地区として選定し、先行して検討を進める。



保津川かわまちづくりの進め方（3）保津川かわまちづくりの進め方（3）

保津川か保津川かわわまちづくり計画まちづくり計画
〈〈かわまちづくりの基本方針かわまちづくりの基本方針〉〉

○学識経験者、地域、市民団体、事業者、行政等の関係する様々な主体により構成
○かわまちづくり計画に基づき、その実現に向けて協議調整し、評価・見直し等を行う
○施策のより具体的な展開を図っていくため、必要なテーマ毎にワーキンググループを設置

・高水敷の利活用計画の策定
・整備及び維持管理方策の検討
・モデル地区での整備

・（仮称）保津川花回廊の整備
・千本松（野橋立）の復元
・保津川下り周辺整備
・観光動線の整備

・山本浜、上内膳、下内膳の復元
・水辺環境の保全再生
・歴史文化の伝承

・かわとまちの情報発信
・良好な河川環境の保全に関する取り組み
・防災意識の普及啓発

高水敷
利活用WG

にぎわい
拠点整備WG

歴史・文化
自然環境WG

広報WG

（仮称）保津川かわまちづくり
推進協議会

実

施

（整
備
・管
理
・
運
営
）

≪策定段階≫
≪推進段階≫

参加参加

・点検
・評価

C

・計画立案

P

・見直し

A

・実行

D

～検討委員会～～検討委員会～ ～意見交換会～～意見交換会～

推進体制

○「（仮）保津川かわまちづくり推進協議会」を設置
○同協議会で施策の具体化、実施に向けての協議調整等を実施
○計画の実施効果を高めるためのソフト施策の充実



保津川かわまちづくりの進め方（4）保津川かわまちづくりの進め方（4）

推進方策

かわまちづくりは、施設の整備だけで実現できるものではない。
保津川を亀岡の宝物としてみんなで守り育て未来に引き継いでいく意識の醸成を図っていくこ

とが重要であり、様々な取り組みを合わせて推進していく。

「保津川かわまちづくり」
の発信

あらゆる機会や手段に
よって情報発信に努める。

多様な主体と
連携・協働

分野を超えたパートナー
シップの構築に努める。

人材の育成

かわまちづくりの担い手、
様々な主体の橋渡し役とな
る人材育成に努める。

良好な環境の保全

地域等と連携し、良好な河川
環境の保全に流域全体で取り
組む。

フィールドミュージアム
として利活用

川を知り、生きものと触れ合い、歴
史文化を学べる利活用を検討する。



保津川かわまちづくりの進め方（5）保津川かわまちづくりの進め方（5）

整備スケジュール
 

モデル地区 

○具体化計画

の検討 

○整備 

○利活用 

早期実施が 

可能な施策 

○検討 

○整備 

○利活用 

施策の 

段階的実施 

推進協議会 

○個別の 

ワーキング 

グループ 

 

○具体化の 

検討 

 

○実施の 

協議・調整 

 

○評価、計画 

の見直し 

戦後最大洪水の 

安全な流下 

当面計画での改修 かわまちづくり計画の策定 
検討委員会 
意見交換会 

河 川 改 修 か わ ま ち づ く り

戦後最大洪水対応に 

向けての段階的な改修 

Step1 

○高水敷切下げ 

○堤防かさ上げ 

Step2 

○霞堤かさ上げ 

Step3 

○河床堀削 

（～H22） 

（H23～） 


